
平
成
二
十
七
年
政
令
第
九
十
二
号

少
年
鑑
別
所
法
施
行
令

内
閣
は
、
少
年
鑑
別
所
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
四
十
九
条
（
同

法
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第

二
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
四
条
第
二
項
（
同
法

第
九
十
七
条
第
六
項
（
同
法
第
九
十
九
条
、
第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
一
条
　
少
年
鑑
別
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
三
項
（
法
第
四
十
九
条
（
法
第
五
十
条
第
二

項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十

一
条
第
三
項
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
（
法
第
九
十
七

条
第
六
項
（
法
第
九
十
九
条
、
第
百
三
条
及
び
第
百
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
そ
の
公
告
す
べ
き
事
項
を
少
年
鑑
別
所
の
公
衆
の
見
や
す
い
場

所
に
十
四
日
間
掲
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
面
会
が
制
限
さ
れ
る
日
）

第
二
条
　
法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
一
月
三
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

日
と
す
る
。

（
退
所
の
事
由
）

第
三
条
　
法
第
百
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
少
年
院
の
長
、
家
庭
裁
判
所
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会
そ
の
他
の
そ
の
者
の
身
体
の
拘
束
に
つ
い
て
権
限
を

有
す
る
者
の
退
所
の
指
揮
又
は
通
知
を
受
け
た
こ
と
。

二
　
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
収
容
さ
れ
て
い
る
者

（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十

九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
決
定
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
保
護
処
分
に
係

る
同
項
の
決
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
収
容
の
期
間
が
満
了
し
た
こ

と
。附

　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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